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今般のCRE（Corporate Real Estate、以下「企業不動産」という）に係る戦略
的管理・運用の実行必要性の高まりから、企業不動産全体の価値向上に繋がる
不動産の取得・保有等のコストの減少を図るために固定資産評価額の適正化に
つき、多くの企業で検討およびその対応がなされています。
平成 27 年度は、固定資産税等の課税標準算定の基礎となる「固定資産評価額」
の 3 年に一度の見直しがなされる年度（基準年度）にあたり、今年の 4 月には
その見直しがなされること、また、当該固定資産評価額に不服がある場合に、
納税者側から各自治体の固定資産評価審査委員会に対して一定期間内に審査の
申出を行うことができる制度が設けられていることから、固定資産評価額の適
正化の検討および対応をされる良い機会であると思われます。
本稿では、固定資産評価額の適正化について、現行制度やその潜在的問題点等
も含めて、固定資産審査委員会に対する審査の申出等の是正手続きおよびそれ
に係る直近の判例の影響を中心にその概要を述べていきます。
なお、本文中の意見に関する部分は、筆者の私見であることをあらかじめお断
りいたします。

 

【ポイント】
◦  平成27年度は、固定資産評価額の見直しがなされる 3 年に1回の「基準年

度」に該当する。
◦  固定資産評価額の算定根拠・過程に誤りが生じている可能性があるが、適

正性について確認する機会が納税者に十分に与えられず、誤りがあっても
顕在化しがたい。

◦  基準年度において見直された固定資産評価額に不服がある場合は、固定資
産評価額が登録された旨の公示から納税通知書の交付を受けた日以降60
日以内に、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出を行うことがで 
きる。

◦  東京都等の一部の自治体においては、建設当初の再建築費評価点に係る不
服は、審査の申出の対象外と取り扱われ、納税者の是正手段が残されてい
なかったが、直近の判例により、是正の道が開かれた。

◦  審査の申出以外の是正の申立てに実務上対応している自治体も多くあり、
自治体ごとの対応状況を把握したうえで是非の申立てを検討する必要が 
ある。
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1.	 	昭和 31 年度及び昭和 33 年度ならびに昭和 33 年度から起算して三年度また三の倍数の年度を経過したごとの年度をいいます。

Ⅰ 「固定資産評価額」とその実務上の 
問題点

1. 「固定資産評価額」とは

■	 	固定資産評価額は、固定資産税等の不動産（土地・家屋）の
取得および保有に伴う様々な税金の課税標準の基礎となる評
価額である。

■	 	固定資産評価額は、固定資産評価基準に基づき算定される。
■	 	固定資産評価額は、3 年に 1 回の「基準年度」において見直

しがなされる。
■	 	平成 27 年度は、固定資産評価額の見直しがなされる「基準年

度」に該当する。

「固定資産評価額」は、土地・家屋に係る固定資産税、都市
計画税、不動産取得税および登録免許税といった、不動産の
取得および保有に伴う様々な税金の課税標準算定の基礎とな
る評価額で、総務省の定める固定資産評価基準に基づき土地・
家屋の所在する各自治体により算定されます。
固定資産税の課税標準は、賦課期日（毎年1月1日）現在に

おける「適正な価格」とされていますが、固定資産の所在、立
地条件、用途、形状、構造等は多様であり、固定資産毎の適
正な時価を算定して課税標準とすることは、課税実務上、困
難であり、また、自治体の評価手法の相違または評価者の個
人差による評価の不均衡が生じる可能性があります。そのた
め、自治体または評価者により生じ得る評価の不均衡を解消
し、公平な課税負担となるように、全国一律の統一的な評価
がされるべきであることから、固定資産評価基準に基づき定
められた画一的な方法により算定された「固定資産評価額」を
「適正な価格」とする取扱いが採られています。
固定資産評価額は、適正な時価を反映するため、3年ごとの
一定の年度（この見直しがなされる年度を「基準年度1」という）
において見直される制度が採られており、基準年度において
見直された固定資産評価額は、原則として、次の基準年度ま
でのその後の2年度（以下、基準年度の翌年度を「第二年度」、
翌々年度を「第三年度」という）については、地目の変換、家
屋の改築または損壊等により基準年度（もしくは前年度）の価
格によることが不適当であるか、または固定資産税の課税上
著しく均衡を失すると市町村長が認める場合を除き、原則と
して据え置かれます。

図表1　固定資産評価基準に基づく評価の概要

評点数 地積評価額

評点数

再建築費評点数

標準評点数
（使用資材の単価）

計算単位の
数値

（資材の使用量）

１円
損耗の状況
による減点

補正率

物価水準に
よる

補正率

設計監理費
等による
補正率

経年減点補正率
または

損耗減点補正率

木造家屋　
　特別区等 8 市　 1.00
　仙台市等 25 市  0.95
　青森市等 14 市  0.90

非木造家屋       1.00（全国一律）

木造家屋　     1.05（全国一律）
非木造家屋  　1.10（全国一律）

評点一点当たりの価格評価額

新築家屋

前年度基準による
再建築費評点数

再建築費評点
補正率

既存家屋

補正係数

市街地宅地
評価法

その他住宅地
評価法

路線価

標準宅地

画地補正率

【土地（宅地）の評価方式】

【家屋の評価方式】
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2.	 	審査委員会は、市町村により固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために設置された機関（地方税法第 423 条第 1項）
であり、当該審査委員会の委員は、市町村の住民、市町村税の納税義務のある者または固定資産の評価について学識経験を有する者から、議会の
同意を得て、市町村長により選任されます（地方税法第 423 条第 3項）。なお、東京都の審査委員会の場合は、法曹、不動産鑑定、税務等の各分
野から選出された 9名の委員で構成されています。

平成27年度は、この基準年度に該当しますので、今年の4
月には土地・家屋に係る固定資産評価額の見直しがその所在
する各自治体により行われます。なお、基準年度において見
直された固定資産評価額に不服がある場合には、当該自治体
の固定資産評価審査委員会に対して、後述の「審査の申出」を
行うことができる制度が設けられています。

2.  固定資産評価基準に基づく評価制度における実務上の
問題点

■	 	固定資産評価額を算定する各自治体の担当者は、必ずしも不
動産の鑑定評価・建築の専門家ではないため、専門知識の欠
如から算定根拠・過程に誤りが生じている可能性がある。

■	 	固定資産評価額の算定根拠・過程の適正性について確認する
機会が納税者に十分に与えられていない。

■	 	固定資産評価額の算定に誤りがあってもそれが顕在化しが 
たい。

前述のとおり、固定資産評価額は、各自治体により固定資
産評価基準により算定（図表1参照）されます。

しかしながら、図表2のような問題が固定資産評価額の算定
上で生じていることが懸念されます。とりわけ既存の家屋の固
定資産評価額は、前基準年度における再建築費評点数に建築
資材の物価変動による補正および経年による減価補正等を反
映して算定され、新築時に算定された再建築費評点数は、基
準年度においても見直しがされないため、建築当初の再建築
費評点数の算定根拠および過程に誤りがあった場合には、そ
の後においても見直しがされず、誤ったままの状況が継続さ
れることになります。

Ⅱ 固定資産評価額の是正

現行制度上、固定資産評価額の是正については、地方税法
第417条第1項前段において、「市町村長は、公示の日以後に
おいて固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登
録された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合にお
いては、直ちに固定資産課税台帳に登録された類似の固定資
産の価格と均衡を失しないように価格等を決定し、または決
定された価格等を修正して、これを固定資産課税台帳に登録
しなければならない。」と規定されています。また、納税者側
から固定資産評価額の誤りの是正を申し立てる制度として、
後述の固定資産評価審査委員会に対する審査の申出（以下、
「審査の申出」という）の制度が設けられています。

1. 固定資産評価審査委員会に対する審査の申出制度

■	 	基準年度において見直された固定資産評価額に不服がある場
合は、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出を行うこと
ができる。

■	 	審査の申出ができる期間は、固定資産評価額が登録された旨の 
公示から納税通知書の交付を受けた日以後 60 日以内となる。

土地および家屋の所有者である固定資産税の納税者は、納
付すべき固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台
帳に登録された価格（固定資産評価額）等に不服がある場合に
は、当該価格等が固定資産課税台帳に登録された旨が公示さ
れたときから、納税通知書の交付を受けた日以後60日までの
期間に限り、固定資産評価審査委員会2（以下、「審査委員会」
という）に対して審査の申出を行うことができるとされていま

図表2　固定資産評価額の算定上の問題

1.  固定資産評価額の算定上、一定程度の土地・家
屋の鑑定評価・建築等に係る専門的な知識が要
求されるが、各自治体の評価担当者は、必ずし
もこうした専門家ではない。

■	 	専門知識の欠如により固定資産評価額の算定根拠またはその過程に誤りが生じ
ている可能性がある。

 ⇒  例：「竣工図面」、「工事見積書」等の情報を的確に把握することができず、再
建築費評点数の算定に際し、主要な建築資材の使用量が過大に集計され、そ
の結果、固定資産評価額が過大となっている等。

2.  納税者に対して決定された固定資産評価額と課
税標準額および税額のみが通知され、その評価
額の算定根拠および過程は通知されない。

■	 	納税者側に固定資産評価額が適切に算定されているかを確認する機会が十分に
与えられていない。

■	 	納税者側も通知された内容に対し特に疑念を持たず、検証を行わない場合が多い。

3.  家屋の固定資産評価額の算定根拠等が開示され
ていないため、家屋の評価に含まれている償却
資産の範囲が不明である。

■	 	償却資産（納税者申告）と家屋（自治体が賦課）との間に二重課税が生じてい
る可能性がある。

 ⇒  例：絨毯、カーペット等については、「床仕上」として家屋の評価額に含まれ
る場合があるが、納税者が家屋として評価されている事実を知らず、器具備品
等として固定資産税の対象となる償却資産として申告し、家屋に係る固定資産
税と償却資産に係る固定資産税とで二重課税が生じていること等。
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す（地方税法第432条第1項）。
ただし、第二年度および第三年度については、土地または
家屋につき、地目の変換、家屋の改築または損壊その他これ
らに類する特別な事情が生じたことにより、基準年度の評価
額によることが不適当であると申し立てる場合を除き、審査の
申出はできないこととされています（地方税法第432条第1項
但書き）ので、審査の申出ができるのは、原則として、基準年
度のみとなります（図表3参照）。
審査委員会に対する審査の申出は、上記の期間内に審査委
員会に対して審査申出書を提出する方法でなされます。審査
は，審査申出人からの審査申出書および反論書や、各自治体
からの弁明書をもとに、原則として書面で行われ、審査委員
会が必要であると判断した場合は、実地調査や口頭審理が行
われます。審査申出人が希望する場合、審査委員会に対して
口頭で意見を述べることもできます（図表4参照）。
なお、固定資産審査委員会は、審査の申出を受けた場合に
は、審査の申出を受けた日から30日以内に審査の決定をしな
くてはならないとされています（地方税法433条第1項）。

2.  一部の自治体における建築当初の再建築評点数に係る
審査の申出に関する現状

■	 	東京都等の一部の自治体においては、建設当初の再建築費評
点数に係る不服は、審査の申出の対象外と取り扱われ、納税
者側において是正の手段が残されていなかった。

■	 	しかしながら、直近の判例により、建築当初の再建築費評点
数も審査の申出の対象となることが明確になったことにより、
建設当初の再建築費評点数に係る是正の道が開かれた。

第二年度および第三年度において審査の申出ができる場合
は、土地または家屋につき、地目の変換、家屋の改築または
損壊その他これらに類する特別な事情が生じた場合のみに限
定されていますが、基準期間については、特に限定されてい
ないことから、固定資産課税台帳に登録された価格、すなわ
ち固定資産評価額に不服がある場合は、不服の内容に特段の
制限を受けることはなく審査委員会に対して審査の申出が可
能であるべきと思われます。しかしながら、東京都、名古屋
市等の一部の自治体においては、家屋の建築当初の再建築費
評点数に関する審査の申出について、平成15年7月18日の最
高裁判決3に基づき、建設当初の評価額を争うことができるの
は、建築当初の評価の誤りが重大で、それを評価することが
適切な時価の算定方法として不合理であると認められる場合
等の「特別の事情」がある場合に限られ、建築当初の評価額に
ついていつまでも審査の申出が可能とすると地方税の法的安

3.	 	「評価基準が定める評価の方法によっては再建築費を適切に算定することができない特別の事情又は評価基準が定める減点補正を超える減価を要
する特別の事情が存しない限り適切な時価であると推認するのが相当である」（平成 15 年 7 月 18 日の高裁判決）

図表3　各年度の価格（固定資産評価額）と審査の申出の関係

基準年度 第二年度 第三年度

基準年度の賦課期日（1月1日）に所在する
土地または家屋

その土地または家屋の 
基準年度の価格

前年度の価格据置※2
前年度の価格据置※2

比準価格※1

比準価格（*） ※1 
前年度の価格据置※2

比準価格※1

第二年度において新たに固定資産税を課
税されることとなる土地または家屋 － 比準価格

前年度の価格据置※2

比準価格※1

第三年度において新たに固定資産税を課税
されることとなる土地または家屋 － － 比準価格

（*） 比準価格＝類似する土地または家屋の基準年度の価格に比準する価格
※ 1  地目の変換、家屋の改築または損壊等により基準年度（もしくは前年度）の価格によることが不適当であるかまたは固定資産税の課税上著しく均衡を失する市町村長が認

める場合には、比準価格が当該年度の価格として登録される。
※ 2  地目の変換、家屋の改築または損壊等により基準年度（もしくは前年度）の価格によることが不適当であると申し立てる場合のみ審査請求ができる。

審査請求をすることができる年度。

土地および家屋の区分

年度の区分
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図表4　審査委員会の審査の決定手続き

納税者
固定資産台帳に登録された価格に不服

形　式　審　査
■ 提出期限
■ 審査申出書の欠陥

書　面　審　理
■ 審査委員会は、市町村長に対して弁明書の提出を求めることができる。
■ 市町村長から弁明書の提出があったときは、その副本を審査申出人に送付しなければならな

い。（ただし、審理申立人の全部を認容すべきときは、この限りでない。）
■ 審査申出人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することが

できる。

書　面　審　理
■ 審査申出書
■ 市町村長の弁明書
■ 審査申出人の反論書

意見陳述の機会の付与 口　頭　審　理
■ 公開による
■ 職権による

審査委員会の心証形成
30日以内に決定
決定後10日以内に通知

申請があった場合に口頭による
意見陳述の機会の付与

審査に必要になる審査委員会の権限
■ 審査委員会は、固定資産の審査に必要な資料を所持する者に対し、審査に必要な資料の提

出を求めることができる。
■ 審査委員会は、固定資産評価員に対して、評価調書に関する事項についての説明を求めるこ

とができる。

審査の決定等
■ 審査委員会は、審査決定をした場合、10日以内に審査

申出人及び市町村長に通知をしなければならない。
■ 市町村長は、審査決定の通知を受けた場合、固定資産

台帳に登録された価格等を修正する必要があるときは、
10日以内に価格等を修正して登録しなくてはならない。

事　実　審　査
■ 実地調査
■ 資料調査

審査委員会は、審査申
出人の求めがあった場
合には、当該審査申出
人に口頭で意見を述
べる機会を与えなけれ
ばならない。

審査申出人の市町村
長に対する照会権
審査申出人は、市町村
長に対し、その主張に
理由があることを明らか
にするために必要な事
項を照会することがで
きる。

■ 審査委員会は、審査申出人及び市
町村長の出席を求めて公開による
審理を行うことができる。

■ 口頭による審理においては、固定資
産評価員その他の関係者の出席を
求めることができる。

■ 口頭審理の指揮は、審査長が行う。

実　質　審　査

審査の申出
台帳登録の公示の日から納税通知書の交付後 60 日まで

市町村長　台帳の修正登録
（10日以内）

却下 棄却 全部又は一部の認容

審　査　委　員　会

審　査　の　決　定

決定処分の取消訴訟
（6ヵ月以内）

出典：一般社団法人資産評価システム研究センター　平成 26 年度固定資産関係資料集Ⅰ
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定性を阻害する等4と主張して、審査の申出を棄却していまし
た。そのため、これら一部の自治体に所在する家屋について
は、仮に所有者（納税者）が再建築費評点数の算定に誤りがあ
ることに気付き、その是正を望んでも、是正する手段がないと
いう事態が生じていました。
家屋に係る基準年度ごとの固定資産評価額は、上述のとお
り、前基準年度における再建築費評点数を基礎として算定さ
れ、建築当初の再建築費評点数自体は見直しがなされません。
そのため、建築当初の再建築費評点数の算定に誤りがあった
場合に、これが審査の申出の対象外であるとすれば、固定資
産評価額が誤ったままの状況が継続することになります。そ
の結果、誤った固定資産税評価額が固定資産税等の課税標準
の基礎として用いられ、納税者は誤った固定資産税等を継続
して負担することになるため、納税者にとって非合理的かつ
不公平な事態が、実務上、生じていました。
しかしながら、納税者からの建築当初の再建築費評点数に
係る審査の申出に対する東京都の審査員会による棄却につき、
その取消しを求めた直近の裁判の判決において、建築当初の
再建築費評点数についても審査の申出の対象となる旨の司法
判断が示され、その判決が今般確定5しました。これにより、
建築当初の再建築費評点数についても、すべての自治体にお
いて審査の申出等を通じて是正する機会が開かれたものと解
されます。

3. 固定資産評価額の是正手続きに関する実務対応

■	 	審査委員会に対する審査の申出は、原則として基準年度以外
は、行うことはできない。

■	 	しかしながら、審査の申出以外の是正の申立てに実務上は対
応している自治体も多くある。

■	 	一方で原則どおり、審査の申出の手続き経たもの以外は、固
定資産評価額に係る是正に応じない自治体もある。

■	 	したがって、自治体ごとの固定資産評価額の是正の申立てへの
対応状況を十分に把握し、自治体ごとに是正を申し立てる方法
を検討する必要がある。

審査委員会に対する申出は、原則として基準年度以外は、
行うことはできません。しかしながら、前述のとおり、地方税
法第417条第1項前段において、固定資産評価額の算定に誤り
がある場合は、市町村長はただちにこれを修正すべき旨が規
定されています。したがって、固定資産評価額の算定根拠等
に誤りがあることを発見した場合には、当該誤りを市町村長に

指摘のうえ、是正の申立てを行い、これを市町村長に認めさ
せることで、審査委員会に対する審査の申出に依らずとも、固
定資産評価額の是正が可能であり、実際に多くの自治体が審
査の申出以外の是正の申立てに実務上は対応しています。そ
の一方で、原則どおり、審査の申出の手続きを経たもの以外
は、固定資産評価額に係る是正に応じない自治体もあり、こ
れらの自治体に所在する土地・家屋に係る是正は、基準年度
における上述の一定期間内に審査の申出を失念した場合、次
回の基準年度まで是正の申立てができなくなる事態が想定さ
れます。したがって、自治体ごとの固定資産評価額の是正の
申立てへの対応状況を十分に把握し、自治体ごとに適切な是
正の申立て方法および時期を検討のうえ、対応する必要があ
ると思われます。

4. 固定資産評価額の算定根拠資料の検証等

審査の申出を含む固定資産評価額の是正の申立てを行うに
あたっては、固定資産評価額の算定における固定資産評価基
準の適用に誤りがあることを所有者（納税者）側で主張立証す
る必要があります。
そのため、是正の申立てを行う場合、まず現在の固定資産
評価額がどのように算定されているかを確認し、是正の可能
性の検討および対象となる土地・家屋を選定し、誤りの所在
を確認する必要があります。そのため、納税者または納税者
より委任された者が、各自治体に対して固定資産評価額の算
定根拠および過程資料（土地・家屋に係る評点計算の詳細が
わかる資料）の開示を要求し、その入手した算定根拠等資料と
直近の課税明細書、登記簿謄本、償却資産申告書等を基に固
定資産評価額の是正の可能性を検討・選定し、是正の可能性
のある土地・家屋等の絞り込み、地積測量図、竣工図面、工
事内訳書等をさらに詳細に分析・検証し、是正すべき項目の
有無を確認することになります。
家屋の固定資産評価額については、竣工図面、工事内訳明
細書等の分析・検証のため、家屋の建築・施工等に係る専門
的知識が不可欠であることから、その分析・検証には建築士
等の専門家の助力が必要となる場合があります。
上記の固定資産評価額の算定根拠資料等の分析・検証には
一定程度の時間を要します。審査の申出を行う場合の期限は、
価格等が固定資産課税台帳に登録された旨が公示されたとき
から、納税通知書の交付を受けた日以後60日までの期間と限

4.	 	東京都固定資産審査委員会は「建築当初の再建築費評点数を審査請求の対象とすると、建築当初の評価額についての争いをいつでも蒸し返すこと
ができるようになり、固定資産税の賦課決定処分の前提問題である固定資産評価額を早期に確定させることによって法的安定性を招来しようとす
る地方税法の趣旨に反し、また、当初の評価から時間が経過するほど、評価の対象となった家屋の経年劣化、補修や増改築等による変更により当
初の評価に誤りがあったかどうかを的確に判断することが困難」と主張

5.	 	「固定資産税の課税標準である価格は固定資産評価基準によって決定されなくてはならないが、その価格は、あくまでも適正な時価でなくてはな
らないのであり、固定資産評価基準に従って決定された価格は適正な時価と推認されるということにすぎない。固定資産評基準の適用に誤りがあ
ると上記推認はされず、このことは、その適用の誤りが、建築当初の再建築費評点数の算出の誤りであっても、当該基準年度における価格の決定
に影響を及ぼすものである限り、同様である。」（東京高等裁判所平成 25 年 4 月 16 日判決、最高裁判所への上告が平成 26 年 7 月 14 日に棄却され
たことにより確定。
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られていますので、公示されてから算定根拠資料等の自治体
への請求およびその分析・検証ならびに審査の申出までを行
うことは時間な制約により非常に困難と思われます。そのた
め、当該期限を見越して事前に算定根拠資料等を入手し、分
析・検証を計画的に行うことが肝要と思われます。

Ⅲ おわりに

現行制度上、固定資産評価額の算定根拠等は納税者に対し
てあらかじめ開示されていないため、仮に固定資産評価額の
算定に誤りがあった場合においても、通常、納税者はそれに
気が付かず、課税通知に従って固定資産税等を過大に納付し
てしまうことがほとんどだと思われます。固定資産評価額の算
定根拠等を確認し、その算定に誤りがあった場合には、前述
の地方税法第417条第1項前段の規定およびその立法趣旨に照
らしても、適正な税負担となる様に評価額の是正を求めること
は、納税者側に当然認められるべきものであり、また、自治体
においても同様に類似の固定資産の価格と均衡を失しないよ
うに修正に応じるべきものと考えます。
固定資産評価額の是正することは、過年度の固定資産税・
都市計画税の還付または将来の負担の軽減だけでなく、不動
産の取得等に伴う他の税金の還付または削減も期待できます。
通常、固定資産評価額の是正が認められた場合、過去5年間
（自治体によっては、過去10年間の固定資産税が還付された事
例もある）の固定資産税・都市計画税が還付され、土地・家屋
取得時の登録免許税および不動産取得税も取得から5年以内で
あれば、還付が見込まれます。さらには、不動産の取得・保
有に係る税コストの削減により、不動産に係るキャッシュ・フ
ローが改善され、不動産全体の価値の向上も期待できると思
われます。
一方で、固定資産評価額の是正は、その算定根拠および過
程の検討等を行ううえで、建築・税務等の専門家の助力が必
要な部分もあり、是正に対する自治体の反応は、自治体ごと
にかなり差異がありますので、是正を行う場合検討すべき課
題も多々あります。特に家屋については、上述のとおり一部の
自治体においては是正の申立てに応じない事例も多くありまし
た。しかしながら、建築当初の再建築費評点数も審査の申出
の対象となる旨を示した平成25年4月の東京高裁の判決が昨
年7月に最高裁に対する上告が棄却されたことにより確定し、
基準年度における審査の申出の内容に制限が設けられていな
い旨が明らかになりましたので、建築当初の再建築費評点数
に係る審査の申出につき、従前のとおり、その審査の対象外
として簡単に棄却できなくなったものと推察されます。平成
27年度は三年に一度の基準年度に該当し、今年の4月には評価
の見直しが行われますので、すべての自治体の審査委員会に
対し審査の申出を行うことが可能です。

KPMG税理士法人は、固定資産評価額の是正について多く
の実績のある一級建築士事務所と提携し、固定資産評価額の
適正化に関する業務を提供しております。固定資産評価額の
是正・適正化をご検討ならびに実行される場合には、そのお
手伝いをさせていただくことも可能ですので、その際は担当者
にご連絡いただければ幸いです。

【バックナンバー】
「固定資産評価額の適正化」
（AZ Insight　Vol.56/Mar.2013）

本稿に関するご質問等は、以下までご連絡くださいますよ
うお願いいたします。
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